
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

川口市立青木北小学校 

川口市西青木１－１－１ 
TEL（０４８） ２５１－４１７２ 
FAX（０４８） ２５１－４２１０ 

令和５年３月１６日(木) 

か が や く ひ と み 

家庭数配付 

子供の安全を守るために大人ができること 
 

校長  新 井  恵 

 

春を感じさせる、あたたかくて明るい陽射しを感じる季節になりました。令和４年度も

いろいろありましたが、おかげ様で今月末には無事に卒業式・修了式を迎えることができ

そうです。保護者の皆様、地域の皆様、いつもありがとうございます。引き続きどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

さて、今号では子供たちの安全について触れたいと思います。子供たちが元気に校庭や

地域の公園で遊んでいる姿を見かけるととても微笑ましく思うのですが、心配なこともあ

ります。それは、交通事故が多いということです。本校では車との接触事故や自転車の転

倒による怪我の報告が多く、かすり傷で済んだという連絡をいただいてほっとすることが

度々あります。令和５年４月１日からは、全ての自転車利用者に対する自転車の乗車用ヘ

ルメット着用努力義務が課されることになります。罰則があるわけではありませんが、我々

大人ができる「子供たちの命を守ってあげられることの一つ」になると思っています。学

校では交通安全教室を開催したり、日頃から注意喚起をしたりしていますが、ご家庭にお

いても自転車に乗るためのヘルメットを用意し、着用を習慣化させられるような取り組み

をお話ししていただくこともできることの一つだと思います。また、スクールガードとし

て積極的に登校時の見守りをしていただいている地域の方や、ＰＴＡによる立哨当番など

で子供たちの登校時の安全を応援していただいていますが、スクールガードを継承してく

ださる方がいらっしゃらなかったり、立哨当番が不在の場所が多かったりするという課題

が見えてきました。さらに、最近はリーバーによって欠席の連絡を学校にしていただいて

いるので、欠席していることがわからないまま、ずっと集合場所で待っていた通学班もあ

りました。欠席の際には通学班にその旨をお知らせいただくことになっています（＊通学

班の班長には集合時間を過ぎたら、そろっていなくても学校に向かって出発するように指

導しています。）最近の近隣市で起きた事件や無差別的な犯罪予告などの犯罪も心配ごとの

ひとつです。子供たちの安全を守ってあげられる「大人ができること」を今一度考え、学

校と保護者・地域の皆様と協働して、子供たちの安全を守っていきましょう。 

 
自転車ヘルメット着用の努力義務化について（法改正） 

 

道路交通法の一部改正（令和５年４月１日施行）により、自転車ヘルメットの着用が努力義務となります

（全ての自転車利用者が対象）。 

 児童・生徒はもとより、保護者の皆様やご家族様につきましても、“命を守る”自転車ヘルメットの着用

に努めていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 ヘルメットは、ＳＧマークなどの安全性を示すマークのついたものを選びましょう。 

 自転車の安全利用に関しては、埼玉県警察ホームページをご覧ください。 

（https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/jitensyajikobousi.html） 

                            埼玉県警察（交通部交通総務課） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おお 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

3/27 

 

 

3/28 

 

3/29 3/30  

 

3/31  

 

4/1 

 

4/2 

3 4 5 
 

 

6 
 

7 
 

8 9 

10 特別日課 

全学年２時間授業 

１校時：始業式 

11:00～入学式 

11 特別日課 

全学年４時間授業 

12 学級 

2～6 年給食開始 

5・6 年身体測定 

13 学級 

3・4 年身体測定 
5・6 年委員会活動 

14 学級 
1 年給食開始 

1・2 年身体測定 
 

15 
 

16 
 

17 月曜日課 

０校時：モジュール 
なかよし身体測定 

5 年授業参観・懇

談会 

18 学級 

6 年全国学力学習

状況調査（国・算） 

5 年聴力検査 

4 年授業参観・懇

談会 

19 児童集会 
3 年聴力検査 

3 年授業参観・懇

談会 

20 特別日課 

4 時間授業 

（1 年のみ） 

5 校時：離任式 

（2～6 年） 

２年聴力検査 

21 モジュール 
1・3・4 年内科検

診 

22 23 

24 月曜日課 

０校時：モジュール 

1 年聴力検査 

6 年・なかよし授

業参観・懇談会 

25 特別日課 

2・5・6 年・なか 

よし内科検診 

5 校時：通学班会

議・一斉下校 

26 分散体育朝会/

モジュール 
聴力検査（なかよ

し・抽出児童） 

2 年授業参観・懇

談会 

27 分散体育朝会/

モジュール 
身体測定（欠席児

童） 
4～6 年クラブ活動 

28 モジュール 

1 年懇談会 

29 30 

４月の行事予定 令和５年３月１６日現在 

〈５月の主な行事予定〉         11 日（木）尿検査 視力再検査なかよし 
1 日（月）６年視力再検査                12 日（金）特別日課 引き渡し訓練 

2 日（火）５年視力再検査                    15 日（月）視力検査（欠席児童） 

8 日（月）４年視力再検査               17 日（水）特別日課 教育相談日 

9 日（火）２・３年川口市基礎学力定着度調査     24 日（水）１・４年交通安全教室 

４～６年埼玉県学力学習状況調査        25 日（木）心臓検診 

３年視力再検査               29 日（月）尿検査２次 

10 日（水）尿検査 ２年視力再検査          30 日（火）耳鼻科検診（抽出児童） 

 

〈令和５年度日課表〉※令和４年度と変更はありません。 
 通常日課（火～金） 月曜日課 特別日課（４０分授業） 

健康観察・朝の会 8:20～8:30 8:20～8:30 8:20～8:30 

0 校時 8:30～8:45 8:30～8:45  

1 校時 8:50～9:35 8:50～9:35 8:35～9:15 

2 校時 9:40～10:25 9:40～10:25 9:20～10:00 

20 分休み 10:25～10:45 10:25～10:45 10:00～10:20 

3 校時 10:50～11:35 10:50～11:35 10:25～11:05 

4 校時 11:40～12:25 11:40～12:25 11:10～11:50 

給食・歯磨き 12:25～13:10 12:25～13:10 11:50～12:35 

清掃 13:10～13:25 13:10～13:15（ごみ拾い） 12:35～12:50 

昼休み 13:25～13:40 13:15～13:25 12:50～13:05 

５校時 13:45～14:30 13:30～14:15 13:10～13:50 

６校時 14:35～15:20 14:20～15:05 13:55～14:35 

下校 14:45【通常日課５時間授業・特別日課６時間授業】 

15:15【月曜日課６時間授業】 

15:35【通常日課６時間授業・クラブ（４～６年）/委員会（５・６年）活動】 

 

学年末休業日【３/２７～３/３１】 

春季休業日【４/１～４/９】 


